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要旨 本研究は、「住宅改修が必要な理由書」（以下「理由書」）の標準様式を活用した住宅改修の

評価システムを検討し、自立支援としての住宅改修サービスの質を高めることを目的としている。

このために、①「理由書」活用の前提条件を検討した上で、②介護支援専門員、③保険者による

「理由書」を活用した評価の可能性を検証し、さらに、④住宅改修に関連する専門職（住宅改修

アドバイザー等）や組織による評価実施の可能性を検討することを課題とした。 
①「理由書」活用の前提条件の検討 
 兵庫県と東京都を例として、標準様式の採用率等の現況に関する実態調査を実施し、また事前

評価のために全数訪問を実施している 2 市でのヒアリング調査によって事前評価の意義を検討し

た。さらに、評価ツールとしての標準様式の可能性と限界を把握するために、標準様式の内容の

精査および研究班メンバーによる評価シミュレーションを実施した。8 割近くの保険者が標準様

式を採用しており、また自立支援としての妥当性という観点から保険者が事前審査する意義は非

常に大きいことが示された。さらに改修目的が提示される標準様式によって目的妥当性の評価は

一定程度可能であることが推定されたが、評価視点のブレへの対応が課題として残された。 

②介護支援専門員による評価の可能性の検討 
 千葉県佐倉市において、事後評価を視野に入れた様式の改訂とそれを用いた住宅改修の事例検

討会を試行した。様式の改定は小規模なものにとどめたが、介護支援専門員の自己評価の実施は

それによって容易に実施されることがわかった。ただし、自己評価という点で客観性に関する限

界も否定できず、今後は、訪問看護師やホームヘルパーなど日常的に関わる支援者を評価者に加

えるなどの検討も必要であろう。 
③保険者の事前評価の方法についての検討 
 佐倉市と長野市において、標準様式を用いた事前審査の実態を把握し、事前評価の方法を検討

する資料とした。これまでの給付管理の方法の相違を背景として、両市の事前申請への対処は異

なっていたが、共通して書類審査によって自立支援としての妥当性を確保しようとする姿勢がう

かがえ、専門職の支援等もあって改修方法の妥当性（安全性）についても再確認が行われていた。 
④住宅改修に関連する専門職や組織による評価実施の可能性の検討 
 住宅改修の技術評価を含めた第三者評価を担える評価主体を検討することを課題として、介護

保険制度前に実績のある住宅改造アドバイザー事業等、また最近散見されるようになった住宅改

修の技術支援を目的としたＮＰＯ、さらには介護保険制度の拠点的役割を期待されている地域包

括支援センター、の現状を把握した。評価主体としての役割を全面的に担える条件を有するもの

はみいだせなかったが、条件整備によってはその可能性があることも明らかになった。 
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Ａ．研究の目的と背景 

 本研究は、平成18年度より全国的に使用さ

れる可能性が高い、「住宅改修が必要な理由書」

（以下「理由書」）の標準様式を活用した住宅

改修の評価システムを検討し、それを地域に構

築する方法を明らかにしようとしている。 
 住宅改修や福祉用具の活用では、人によって

直接提供される介護サービス（たとえば訪問介

護や訪問入浴サービス）では得られにくい自立

支援効果があるといわれている。たとえば、生

活環境が改善されればＡＤＬ（日常生活動作）

は改善される可能性があり、たとえば浴槽の縁

高が 50cm なので跨ぐのに手助けが必要で「半

介助」だが、縁高が 40cm になれば「自立」に

変わるかもしれない。また「急な誘いなど思い

立ったときの外出」は外出介助サービスでの対

応には限界があり、玄関など環境整備によって

のみそれが達成できる可能性がある 1)。 
しかし現実の住宅改修では、そういった本来

期待されるべき住環境整備固有の意義が認め

られるものばかりではなく、自立支援としての

妥当性に疑問が残されるものも少なくない２）。

自立支援として妥当性に欠ける住宅改修とな

ってしまうのは、改修計画や施工の場面での不

適切な工事実施だけでなく、その前段階のアセ

スメントにも不備が認められることも要因と

なっている３）。改修の必要性や改修目的が不明

確なまま実施されていることもまれではない

ため４）、改修による生活改善効果を評価するこ

とも難しいという状況にあった。 
 平成 18 年度の介護保険制度の見直しによっ

て、住宅改修においては事前申請制が導入され、

給付の妥当性についての保険者の介入がより

可能になった。とくに申請時に提出が求められ

る「理由書」について、改修理由あるいは改修

目的の詳細な記述を求める標準様式が提示さ

れたことは、困難とされていた住宅改修の評価

実施の条件整備という面で期待されている。た

だし、改修後の評価という視点が「理由書」標

準様式のなかには直接的には組み込まれてい

ないため、「理由書」を住宅改修の評価ツール

として活用しようとする場合には、若干の工夫

が必要となるであろう。さらに、保険者が給付

の妥当性を確認する際に、申請された改修項目

が法の定めるそれに合致しているか否かのみ

を判断基準とする従来の方法から脱却するこ

とが求められる。 
 住宅改修が自立支援として効果的に実施さ

れるためには、アセスメントやプランニングの

技術が地域に普及・定着する必要があるが、ま

ずはその実態（課題）を保険者や地域の介護支

援専門員、施工者及び住宅改修の専門家が共有

できる評価結果が不可欠である。地域のシステ

ムとして、住宅改修の評価を改修計画にフィー

ドバックすることで、自立支援としての質を高

めることができる。それぞれの関与者が、どう

いう場面で住宅改修に関する何を評価するこ

とが可能なのかを明らかにし、「理由書」標準

様式をそこで活用する方向性を検討したい。 
 この目的のために、「理由書」活用に関する

前提条件として、事前申請制への移行や「理由

書」標準様式の活用実態等を把握した上で、保

険者、介護支援専門員による「理由書」活用に

よる評価の可能性を検証し、さらに、住宅改修

に関連する専門職（住宅改修アドバイザー等）
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や組織による評価実施の可能性を検討するこ

とを課題とした。 
 

Ｂ．課題と方法 

１）「理由書」活用に関する前提条件の検討 

 平成 18 年度より住宅改修の事前申請制に移

行したことを契機に、給付申請に必要な書類の

一つ「理由書」について標準様式が提示された。

このことは、住宅改修の給付妥当性を判断する

立場の保険者に新たな判断基準を与える可能

性がある。それまで、改修後の給付申請であり、

しかも多くは改修目的や必要性が具体化され

ていない「理由書」であったため、その唯一の

判断基準は法が定める改修項目（工事種目）に

合致するかどうかであったことは致し方ない

面もあった。改修前の書類提出となり、しかも

標準様式が採用されれば改修目的が具体的に

示されることになり、改修目的からみて自立支

援に資する改修か否かを給付妥当性の判断に

加えることもできるようになった。 

 そこで、住宅改修の制度上の変更によって、

評価の実施に関する条件にどのような変化が

もたらされたのかを検討するとともに、保険者

の事前評価の意義や住宅改修評価の方法の概

括的整理を行うこととした。具体的な課題、方

法は以下のとおりである。 

①「理由書」標準様式の採用率など事前申請制

移行期における保険者の対応実態 

 「理由書」標準様式が提示されたが、その採

否については基本的に保険者に委ねられてい

る。そこで、どの程度の保険者が標準様式を採

用しているのかその概要を把握するために、東

京都および兵庫県内において保険者を対象と

したヒアリング等の実態調査を実施した。兵庫

県内の調査においては、さらに保険者の事前申

請に対する審査体制についても実態把握の調

査を実施した。 

②保険者による給付妥当性の評価の意義 

 一般には、法が定める改修項目（工事種目）

に合致するかどうかが唯一の判断材料となっ

ていた現状に対して、積極的に保険者が関与し

ている事例について、その方法と効果を明らか

にしようとした。事例は、「全国介護保険担当

者会議（平成 15 年 9 月 8 日）資料」などから

給付適正化の取組事例、およびインターネット

による検索で収集し、全数についての事前訪問

調査を実施している事例についてはヒアリン

グ調査を行なった。 

③評価ツールとしての「理由書」標準様式の可

能性と限界 

 「理由書」標準様式は、自立支援として住宅

改修を位置づけられるよう、アセスメントの方

法を提示しているもので、直接的には評価を目

的に作成されたものではない。評価ツールとし

てどの程度可能性があり、どこに限界があるの

かを明確にするため、標準様式の求めている情

報について、標準様式作成過程の議論も参照し

ながら精査した。さらに、保険者の立場で給付

妥当性を判断することが可能かどうかを、実際

に申請受理された「理由書」標準様式を活用し

て、本研究班メンバーで評価シミュレーション

を実施した。利用した「理由書」については、

特定の保険者が実際に受理したものであり、個

人が特定できる情報が削除されたものを用い

た。 

２）介護支援専門員による評価の可能性の検討 

 住宅改修が自立支援としての効果を有した

かどうか、事後に評価する主体として最も適し

ているのは介護支援専門員であろう。在宅生活

上の目標や課題、そこに位置づけられた改修目

的の明確化の段階から支援し、改修後の在宅生

活の変化を継続的にモニタリングできる立場

にあり、改修目的の達成度や改修前後の生活の

変化を評価することができる数少ない支援者
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である。「理由書」標準様式に若干の工夫を加

えることで、介護支援専門員自らがそれらを評

価できるかどうかを検証することとした。ただ

し、本研究計画を立案した時点で想定したより

も、標準様式の意図が介護支援専門員に十分に

浸透していない現状であったため、広く介護支

援専門員の現場でそれを検証することは困難

であった。そこで標準様式の意図等が研修など

で十分に浸透している千葉県佐倉市において、

事後評価を視野に入れた様式の改訂とそれを

用いた住宅改修の事例検討会を試行した。事例

検討会は、住宅改修実施後の事例について原則

的に自己評価が加えられた「理由書」等の資料

をもとに実施された。参加者は、介護支援専門

員 17 名、保険者から 2 名、研究班メンバー3

名で、2006 年９～12 月に合計 4 回開催され、

検討事例は合計 17 例であった。この事例検討

会においても、個人が特定できる情報について

は削除して実施された。 

３）保険者の事前評価の方法についての検討 

 標準様式が採用されても、それを活用した事

前評価がなされず旧来どおりの給付認定がな

されるのであれば、「理由書」作成に関する介

護支援専門員の負担が単に増えただけという

結果になる可能性が高い。保険者の評価に反映

されなければ、介護支援専門員によるアセスメ

ントツールとして「理由書」を活用してもらお

うという本来の意図も棚上げにされてしまう

恐れがある。本来ならば、厚生労働省による標

準様式の提示によって、保険者は様式の変更と

ともに給付妥当性に関する評価方法を見直し、

その意図を介護支援専門員へ伝達し、介護支援

専門員は新様式を用いた「理由書」作成をアセ

スメント方法の見直しとモニタリング（評価）

に活用する、という流れが期待されるところで

ある。そのためには早急に、標準様式を活用し

た保険者による事前評価の方法について一般

化する必要があり、その検討を課題とした。 

 このため、住宅改修の給付管理についてシス

テムの若干異なる２市において、申請書類と審

査内容に関するデータを収集し、審査方法の現

状をそれぞれ把握した上で、事前評価の方法を

検討しようとした。なおデータ収集に際しては、

個人が特定できる情報については削除したう

えで、データベースの構築を行った。 

４）住宅改修に関連する専門職や組織による評

価実施の可能性の検討 

 住宅改修の質を高めるために評価システム

を構築しようとするとき、改修技術に関する評

価をどのようにリンクさせるかが課題の一つ

といえよう。指定業者制から唯一除外されてい

る住宅改修のサービス提供者にとっては、とく

に改修技術のスキルアップをはかるための技

術評価が不可欠である。地域としての総合的な

評価システムを構築する上で、技術評価を含ん

だ第三者評価をどのように組み込むことがで

きるかが鍵となるであろう。 

その際、住宅改修に関する専門職（改修技術

者）が評価主体となると想定されるが、その技

術者をどこに見出すことができるであろうか。

そこで、住宅改修の支援者としてこれまで位置

づけられてきた専門職や事業を見直し、新たな

取り組みとしての地域包括支援センターの専

門職のバックアップ機能、ＮＰＯ等専門職組織

の活用の可能性を把握することを具体的課題

とし、それぞれ以下の方法で資料を収集した。 

①住宅改修のプランニングに関する技術支援

の制度・事業の現状 

住宅改修アドバイザーに関連する国の施策

の変遷を整理し、合わせて自治体の動向を、厚

生労働省や自治体のホームページの検索によ

り把握した。さらに、先駆的にアドバイザー制

度に取り組んできた自治体として東京都区部

を取り上げ、介護保険制度下の住宅改修あるい



 - 5 - 

はその他の住宅改修工事へのアドバイザーの

関わり方を把握するために、ヒアリング等を行

った。 

②ＮＰＯなどのフォローアップ評価実施の可

能性 

具体的な検討事例として、住宅改修支援を行

うNPO法人とリフォームヘルパー事業の二つ

をとりあげた。NPO 法人については、愛知県

においてよりよい住宅改修の推進をねらいと

して立ち上げられた「NPO 法人いきいきリフ

ォーム推進機構・愛知」を対象とし、NPO の

取り組みを通じた、住宅改修の事後評価の可能

性について検討を行った。とくに、NPO 法人

の中で、地域に密着して活動を行っている建築

関係を中心とした専門職グループに着目し、そ

の中心メンバーを対象に、住宅改修評価を実施

する可能性についての聞き取り調査を実施し

た。一方、リフォームヘルパー事業については、

愛知県 B 市から事業を委託されて運営を担当

している C 在宅介護支援センターの職員を対

象に聞き取り調査を実施し、事後評価の可能性

に関する検討材料のための実態把握を行った。 

③地域包括支援センターの関与の可能性 

平成 18 年度より新設された地域包括支援セ

ンターに着目し、その役割や機能、運営状況等

についての基礎調査を行ない、地域の住宅改修

評価システムを担う機関としての可能性を検

証するために、今年度は、自治体における地域

包括支援センターの位置づけを明らかにする

こと、地域包括支援センターの住宅改修への関

与の程度や内容を明らかにすること、の 2点を

課題とした。前者については、文献や資料（厚

労省運営状況調査等）を中心とした情報収集、

自治体に対する訪問聞取り調査（川崎市、練馬

区、大津市、板橋区）等を実施した。後者につ

いては、地域包括支援センターの職員に対して

電子メールによるアンケート調査（6市町村・

6名）を試行した。さらに、佐倉市における住

宅改修給付実績から、地域包括支援センターが

関与した住宅改修を検証した。 

 

Ｃ．結果の概要および考察 

１）「理由書」活用に関する前提条件の検討 

（1）「理由書」標準様式の採用率など事前申請

制移行期における保険者の対応実態 

平成 18 年度の事前申請制への変更にともな

い、住宅改修の「理由書」についても標準様式

が採用されている割合は高く（東京都で 76％、

兵庫県で 78％）、全国的にみても標準様式採用

の可能性は高いものと推定され、評価ツールと

しての活用の前提条件は整っていると考えら

れる。なお兵庫県内全 41 市町を対象として実

施した調査によれば、事前申請時に給付の妥当

性を判断する担当者の職種、資格については、

ほとんどの市町において資格を有しない事務

職員が担当していること、そして担当者が判断

に迷った時に専門職へ相談する体制がほとん

どないことが明らかとなった。今後、事前申請

制、「理由書」標準様式を活用していくために

は、専門職による支援体制の強化が望まれる。 

（2）給付妥当性に関する保険者による評価の

意義 

 保険者による給付妥当性に関する事前評価

の意義、必要性については、制度変更前から全

数についての事前訪問を行っている東京都福

生市、広島県江田島市の事例調査（ヒアリング）

から以下のことが明らかになった。いずれも介

護保険の理念に合った自立支援に資する住宅

改修の普及を目的とした取り組みで、それぞれ

その成果をあげているように考えられる。事前

訪問によって、住宅改修の目的・必要性があい

まいな事例に介入することを継続した結果、該

当する事例はかなり減少し、いずれの市におい

ても訪問開始前後で給付額の減少傾向が顕著
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に示された。とくに専門職が事前訪問に加わっ

ている江田島市では、改修計画の質にまで介入

していた。この事例は、給付妥当性のチェック

は自立支援という視点からも行う必要がある

ことを示しており、「理由書」活用によって、

その一部は代替しえるものと考えられる。 

（3）評価ツールとしての「理由書」標準様式

の可能性と限界 

 標準様式は、自立支援という本質的な質の改

善を図ることを目的に提示されたことが、標準

様式の検討過程からうかがえ、そのために改修

目的・改修の必要性を明確にするよう求めてい

る。すなわち、「理由書」標準様式の記述内容

では、改修方法の妥当性について判断すること

には限界があるものの、改修目的について「動

作」「行為」「暮らし方」の各段階で記述を求め

ており、改修目的の妥当性（事前評価）や目的

の達成度（事後評価）の評価が一定程度可能で

ある。 
 自立支援という目的からみた給付の妥当性

を保険者が判断することが可能かどうかを確

認するため、研究班のメンバー８名によるシミ

ュレーションを実施した（評価対象とした「理

由書」は佐倉市で受理された 64 件）。シミュ

レーションは２回に分けて実施し、中間段階で

評価視点などについての議論を行った。第一回

目の評価では、評価者によって判断が分かれる

ものが 4 割程度を占めたが、評価視点について

の議論の後では、それは減少したものの 2 割程

度は残され、評価視点のブレが課題として指摘

された。 
このシミュレーションをとおして、「要確認」

と判断した「理由書」の記述に関する問題点を

７つに類型化し、とられるべき対応と対応者を

仮説的に例示した（表１）。 
２）介護支援専門員による評価の可能性の検討 

千葉県佐倉市において、事後評価を視野に入

れた様式の改訂とそれを用いた住宅改修の事

例検討会を試行した。様式の改定は、「暮らし

方」「動作」「行為」の三つのレベルで記述され

ている改修目的に対して、目的が達成されたか

どうかをチェックする（あるいは記述する）欄

を加えただけの簡単な変更である（表 2）。こ

れを使用した事例検討会においては、検討対象

となった 17 例中評価が物理的に困難であった

3 事例を除く 14 例については自己評価が加え

られており、評価の実施自体については容易に

行えるものと考えられる。ただ、その多くは「目

的達成」という評価結果であり、今回は第三者

評価を合わせて実施していないので確認はで

きなかったが、自己評価の客観性については限

界があることが示唆された。今後は、訪問看護

師やホームヘルパーなど日常的に関わる支援

者を評価者に加えるなどの検討も必要であろ

う。 

３）保険者の事前評価の方法についての検討 

 「理由書」標準様式を活用した保険者の評価

の可能性や方法を検討するために、千葉県佐倉

市と長野県長野市において、平成 18 年度に給

付決定された住宅改修を対象として、データベ

ースを構築し、その一部を分析した。これまで

の給付管理の方法の相違を背景として、両市の

事前申請への対処は異なっていたが、共通して

書類審査によって自立支援としての妥当性を

確保しようとする姿勢がうかがえ、専門職のバ

ックアップ等もあって改修方法の妥当性（安全

性）についても再確認が行われていた。 
（1）佐倉市での事例調査結果 

平成 18 年度に給付決定された住宅改修事案

のなかから、改修目的動作の分析については９

月までに決定された 200 事例を対象とし、「理

由書」からデータベースを作成した。事前審査

の実態調査は、10 月以降に給付決定された 142

件の中で住宅改修の給付管理主担当者が関与 
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表 1 「理由書」から「要確認」となる理由の類型とその対応方法（仮説） 
「理由書」の問題点 改修に関する 

不明事項 
対応方法 対応者 

１．記入漏れ・ 
記入内容の不一致 

改修内容 記入方法指導 
（内容確認） 

事務職 

２．困難状況・方針の 
一部未記入・不一致 

改修目的 記入方法指導 
（内容確認） 

事務職 

３．困難状況・方針の 
具体性欠如 

改修目的 アセスメント方法指導 
（具体化の重要性） 

事務職 
（専門職） 

４．改修全体の 
 整合性に関する疑義 

改修の全体像 図面添付等の指導 
（限界はあり） 

保険者 

５．身体機能・生活目標と 
 改修目的との整合性の疑義 

改修目的 
の妥当性 

内容の確認 専門職 
（事務職） 

６．移動方法の想定、移動方法

と改修目的との整合性の疑義 
改修目的 
の妥当性 

内容の確認 専門職 

７．目的と改修項目・方法の 
整合性疑義 

改修方法 
の妥当性 

内容の確認 
（限界あり） 

専門職 

それぞれの例（１． ２．は省略） 
３．困難な状況、改修方針の具体性欠如の例 
 ＊「浴室内での動作が不安定」→問題は「浴室への出入り動作」なのか「浴槽の出入り動作」なの 

か、「シャワー椅子からの立ち上がり動作」なのか 
 ＊「トイレでの一連の行為が困難」→「ドアの開閉」「便器までの移動」「便器前での回転」「便器へ 

の着座」「同立ち上がり」のすべてが困難なのか、どうして困難なのか 
 ＊「全盲のため移動が危険」→「動線のガイドがない」のか「段差につまずく」のか 
 ＊「段差を解消する」→「敷居を撤去し平らにする」のか「スロープ設置」か「式台設置」なのか 
４．改修の全体像の整合性に関する疑義の例 
 ＊困難な状況や改修方針の記述が不十分なため「玄関から出入りできるようにする改修」なのか 

「玄関からの出入りが困難だから廊下から出入りするための改修」なのか 
 ＊「居室に設置しているポータブルトイレの周辺の改修」なのか「トイレ改修」なのか 
 ＊大規模な改修工事を実施する中の一部を介護保険の給付で補おうとするもの 
５．および６．生活目標、身体機能、移動方法と改修目的の整合性疑義の例 
 ＊要介護５で「外出の必要性」がどの程度あるか（玄関～道路のスロープ化） 
 ＊要介護５の利用者にとって、台所のフローリング化が必要な理由 
 ＊「廊下を這って移動する」状態で、生活範囲を１～２階とする必然性 
７．目的と改修方法の整合性疑義の例 
 ＊玄関内で収めるため、勾配が１／５程度となるスロープは妥当か 
 ＊つまずき防止のために、10ｃｍの段差にミニスロープ設置は妥当か 
 ＊便器からの立ち上がり補助のための横手すりの設置位置は妥当か 
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した 90 例を対象とし、対応メモにもとづくヒ

アリング調査を実施した。 

改修目的動作では、「便器からの立ち座り」

39％、「浴室出入口の出入り」35％、「浴槽の出

入り」32％、「出入口から敷地外の移動」30％

が、改善しようとする動作として多く、これら

データに改修方針等を加えることによって、地

域の在宅ケア環境としての住宅の課題が示さ

れるであろう。 
 事前審査における再確認事例に関する調査

では、主担当者が事前審査に関わった 90 例中

13 例（14.4％）について、再確認が必要と判

断され対応されていた。再確認の要否について

の判断材料は「理由書」（標準様式に若干工夫

を加えたもの）、「図面」と場合によっては「写

真」であり、再確認の内容は「改修手段（改修

項目）の妥当性」に集中しており、仮説的に検

討された「困難状況・方針の具体性欠如」「身

体機能・生活目標と改修目的の整合性」を内容

とする再確認事例はあげられなかった。今後は

これらの内容についても事前審査の対象とし、

とくに困難状況・方針の具体性を高めるアセス

メントへの介入も検討する必要性が示唆され

た。 

（2）長野市での事例調査結果 

住宅改修における事前申請制度導入の影響

および事前審査の指針について検討するため

に、長野市の平成 18 年 5 月から 10 月審査分

の住宅改修 441 件全件の改修や審査の内容を

調査した。27.7%（122 件）を占めた事後審査

のみの事例も調査対象とした。給付対象外によ

る減額，専門職による訪問、書類の追加・修正

の請求などを行った事例について該当理由な

どを調べた。事前審査と完了報告の書類を分析

し、審査や訪問の内容については担当者から聴

取した。441 名の全利用者の要介護度は、要支

援 1＆2 と経過的要介護が 22.7％（100 名）、

要介護 1 が 32.9％（145 名）、要介護 2＆3 が

35.8％（158 名）、要介護 4＆5 が 8.6％（38 名）

であった。 
減額事例は 25 名であり、事前審査なしの者

が 19 名であった。事前申請後に訪問した事例

は 19 名であった。安全確認のために訪問した

12名中8名が助言により当初計画を変更した。

計画変更以外の理由で書類の追加・修正を請求

した事例は 55 名であった。事前申請制度導入

により、給付対象外による減額事例は減少した。

保険者の説明責任を果たすための事前審査の

指針として、減額対象者への文書による伝達、

減額対象の周知、書類の追加・修正の条件、専

門職の訪問による安全確認などについて提案

した。 

４）住宅改修に関連する専門職や組織による評

価実施の可能性の検討 

（1）住宅改修のプランニングに関する技術支

援の制度・事業の現状把握 

住宅改修アドバイザーに関連する国の施策

の変遷を整理し、合わせて自治体の動向を、厚

生労働省や自治体のホームページの検索によ

り把握した。さらに、先駆的にアドバイザー制

度に取り組んできた自治体として東京都区部

を取り上げ、介護保険下の住宅改修あるいはそ

の他の住宅改修工事へのアドバイザーの関わ

り方を把握した。その結果、国の施策としては、

平成５年にリフォームヘルパーが位置付けら

れたものの、介護保険の創設と改正に伴い徐々

に制度の内容や仕組みが変化し、方向性として

はアドバイザーの関与より介護支援専門員の

役割が増していること、アドバイザー制度の実

施件数は縮小の傾向にあること等が把握され

た。また、東京都区部のアドバイザー制度の実

態調査からは、区によって様々な体制、職種に

より運営されていること、助成制度利用者にア

ドバイザーの派遣を義務付けることで、確実に
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事前事後の訪問がなされていること等が把握

され、アドバイザーが改修内容の評価者として

の役割を果たし得ることがわかった。アドバイ

ザー制度は、地域間で格差があるが、全般的に

は縮小傾向にある一方で、先駆的な取り組みを

行っている自治体も見られた。 
（2）ＮＰＯなどのフォローアップ評価実施の

可能性 

住宅改修支援を行う専門職が住宅改修の評

価において、利用者にとって効果的であったか

という客観的な視点から事後評価に関わって

いく可能性についての検討を行った。具体的な

検討の対象として、住宅改修支援を行う NPO
法人とリフォームヘルパー事業の二つをとり

あげた。 

 NPO 法人については、「NPO 法人いきいき

リフォーム推進機構・愛知」をとりあげ、NPO
の取り組みを通じた、住宅改修の事後評価の可

能性について検討を行った。とくに、NPO 法

人の中で、地域に密着して活動を行っている建

築関係を中心とした専門職グループに着目し、

その中心メンバーを対象に、住宅改修評価を実

施する可能性についての聞き取り調査を実施

した。その結果にもとづき、地域に密着した事

後評価と効果的な住宅改修に結びつけていく

ための活動企画として、ケアマネジャーを対象

としたアンケート調査の企画を作成した。 
 リフォームヘルパー事業については、愛知県

B 市から事業を委託されて運営を担当してい

る C 在宅介護支援センターの職員を対象に聞

き取り調査を実施した。リフォームヘルパー事

業を通じた住宅改修評価の可能性についての

聞き取り調査の結果、以下の点が把握できた。

リフォームヘルパーの運営に関わる中で、住宅

改修の事後評価の重要性は認識しているが、現

在市から委託を受けている事業の枠組みの中

で、事後評価を実施することは難しい。しかし、

リフォームヘルパー事業を通じて波及的な効

果がみられる。一つには、リフォームヘルパー

の専門職の一つである建築士が、リフォームヘ

ルパーとしての相談、提案したことを通じて実

際の工事の仕事を請け負うことが多くなって

いる。そのようなケースにおいては、建築士が

工事完了後に事後確認を必ず行い、ていねいな

アフターフォローを行っており、結果的に改修

内容が効果的であったかどうか把握できるよ

うになっているといえる。もう一つには、リフ

ォームヘルパー事業において、ヘルパーと一緒

に対象者宅に同行訪問しているケアマネジャ

ーが、同行訪問を繰り返す中で住宅改修の意義

や効果が理解できるようになり、日常の住宅改

修支援の実施に好影響を与え、結果として住宅

改修の質の向上につながっている。 
（3）地域包括支援センターの関与の可能性 

 地域包括支援センターの住宅改修評価の可

能性を検討するために実施した資料整理、自治

体の事例調査では、以下のことが明らかになっ

た。厚生労働省調査によると地域包括支援セン

ターの運営は委託が2/3、直営が1/3であった。

運営主体によって、取り組み内容や意識が異な

る可能性がある。今回の調査では直営、あるい

は社会福祉協議会に委託している自治体から

聞き取りを行った。急務の課題は、増大するケ

アプラン数に見合う体制が整っていない（人員

の不足）ことや、報酬の減額による財政上の問

題であり、住宅改修に関する関心は薄い。そも

そも予防給付における住宅改修の意義自体に

ついて、疑問を持っている自治体もあった。 

佐倉市における住宅改修給付実績 200 件の

うち、地域包括支援センターが関与したケース

は 43 件を占めた。うち要介護 16 件を含んでお

り、要支援者だけではなく要介護者に対する住

宅改修にも一定の役割を果たしていた。他の市

町村では、業者への委託範囲が異なることもあ
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り、要介護者の住宅改修の実績がないところも

あった。地域包括支援センターが扱う要介護者

の住宅改修については、他の居宅サービスが提

供されていないため、改修後の生活に関わるこ

とが困難であるとの課題が指摘されていた。一

方、佐倉市では、地域包括支援センターが直営

であり介護保険課や高齢者福祉課と同じ庁舎

内にあることから、両者の連携がスムースであ

り、地域包括支援センターの職員の教育を高齢

者福祉課の理学療法士が担っている場面も見

られた。 

結果として、地域包括支援センターは、地域

における住宅改修サービス提供の拠点として

一定の役割を果たしているものの、住宅改修へ

の積極的な関与は見られず、現状では地域の評

価システムを担える状況にない。しかし、直営

方式の地域包括支援センターの場合には、保険

者との連携がとりやすいというメリットもあ

る。介護保険制度の中で地域包括支援センター

が関われる仕組みを整えるなど、何らかの制度

的介入があれば、評価システムに組み込んでい

くことも可能であると思われる。 

 

Ｄ．結論 

①「理由書」活用の前提条件の検討 
 東京都、兵庫県内では 8割近くの保険者が標

準様式を採用しており、標準様式を用いた評価

システム構築の条件は全国的に整っているも

のと考えられる。一方、事前評価のために全数

訪問調査を実施している保険者の事例によれ

ば、自立支援としての妥当性という観点から評

価する意義は非常に大きいことが示され、「理

由書」標準様式による書類審査でもそれは部分

的に補完できる可能性があると考えられる。標

準様式によって目的妥当性の評価は一定程度

可能であることが推定されたものの、評価視点

のブレへの対応が課題として残された。 

②介護支援専門員による評価の可能性の検討 
 標準様式の小規模な工夫によって、介護支援

専門員の自己評価の実施は容易に実施される

ことがわかった。ただし、自己評価という点で

客観性に関する限界も否定できず、今後は、訪

問看護師やホームヘルパーなど日常的に関わ

る支援者を評価者に加えるなどの検討も必要

と考えられる。 
③保険者の事前評価の方法についての検討 
 これまでの給付管理の方法の相違を背景と

して、佐倉市、長野市の事前申請への対処は異

なっていたが、共通して書類審査によって自立

支援としての妥当性を確保しようとする姿勢

がうかがえた。また、専門職のバックアップ等

もあって、改修方法の妥当性（安全性）につい

ても再確認が行われていた。 
④住宅改修に関連する専門職や組織による評

価実施の可能性の検討 
 住宅改修の技術評価を含めた第三者評価を

担える評価主体を検討することを課題として、

介護保険制度前に実績のある住宅改造アドバ

イザー事業等、また最近散見されるようになっ

た住宅改修の技術支援を目的としたＮＰＯ、さ

らには介護保険制度の拠点的役割を期待され

ている地域包括支援センター、の現状を把握し

た。評価主体としての役割を全面的に担える条

件を有するものはみいだせなかったが、条件整

備によってはその可能性があることも明らか

になった。 
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